
続けて適用可能？

  
定年後も 1 年変形制

        

昼間の所定労働分が基礎

継続雇用が確実なら可

                               R3.7.5 労働新聞より

問

1 年単位の変形労働時間制を採用しています。少し先に定年を迎える従業員がいて、引き続き

嘱託で働くことになっているものの、定年の時期と対象期間の終了日が近いため、割増賃金

の清算をせずに少しの間変形制下で働いてもらいたいです。可能ですか。

答

1 年単位の変形労働時間制では、対象期間中の途中採用者・退職者など、対象期間より短い労

働をした者に対して、実際に労働させた期間を平均して週 40 時間を超えた労働時間につき、

割増賃金を支払う必要があります（労基法 32条の４の２）。清算を行う時期は、途中採用者

は対象期間の終了時点、途中退職者は退職の時点です。対象となる時間数は、変形制下にお

ける実労働時間から、法定労働時間の総枠（40時間×〈実労働期間の歴日数÷７日〉）を減じ

て求めます。定年後も嘱託として再雇用されるような場合については、労働者が希望すれば

引き続き再雇用することが就業規則等に明確に規定されていれば、継続して適用可能となっ

ています（平６・５・31 基発３３０号）。


